
旭区生涯学習推進会議要綱 

 

（名称） 

第1条 本会議は、旭区生涯学習推進会議（以下「推進会議」という。）と称する。 

 

（目的） 

第 2 条  推進会議は、旭区における生涯学習の推進を図るため、区民が「いつでも、どこ

でも、誰でも」参加できる学習環境づくりと、主体的に取り組む生涯学習活動を総合的に支

援することを目的とする。 

 

（事業） 

第 3 条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議、又は事業

等を行う。 

 （1）区における生涯学習推進計画の策定に関すること。 

 （2）生涯学習関連の区内施設、団体等との連絡調整に関すること。 

 （3）大阪市における生涯学習事業への参画と協力 

 （4）その他、区において生涯学習活動をする各種事業に関すること。 

 

（組織） 

第 4 条 推進会議は、別表に掲げる団体から推薦を受けた者（以下「委員」という。）をも

って組織する。 

 2 委員の任期は、2 年とし、再任は妨げない。なお、補欠により選任された委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 3 推進会議には議長 1 名、副議長 1 名をおく。 

 4 議長・副議長は委員の中から選出する。 

 5 必要に応じて各種部会を設けることができる。 

 

（議長及び副議長） 

第 5 条 議長は、会務を総理する。 

 2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

 

（参与） 

第 6 条 推進会議に参与をおくことができる。 

 2 参与は、区長を充てる。 

 



（会議） 

第 7 条 推進会議は、議長が随時委員を招集して行う。  

 2 委員に事故があるときは、その指名するものが会議に出席してその職務を行うことが

できる。 

 3 議長は、必要があると認めるときは、その議事に関係あるものを会議に出席させ、意

見を求めることができる。 

 

（庶務） 

第 8 条 推進会議の庶務は、旭区役所市民協働課におく。 

 

（施行の細目） 

第 9 条 この要綱の施行について必要な事項は、議長が定める。 

 

付則 

 

この要綱は、平成 13 年 1 月 23 日から施行する。 

 

 この要綱は、平成 14 年 10 月 24 日から施行する。 

 

 この要綱は、平成 23 年 6 月 28 日から施行する。 

 

 この要綱は、平成 25 年 6 月 26 日から施行する。 

 

 この要綱は、平成 29 年 6 月 28 日から施行する。 

  



別表（第 4 条関係） 

旭区地域振興会 

社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会 

旭区民生委員児童委員協議会 

旭区体育厚生協会 

旭区スポーツ推進委員協議会 

旭区地域女性団体協議会 

旭区 PTA 協議会 

旭区青少年指導員連絡協議会 

旭区子ども会育成連合協議会 

旭区視聴覚教育協議会 

旭区青少年福祉委員連絡協議会 

一般財団法人大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会 

旭区人権啓発推進会 

旭区老人クラブ連合会 

一般社団法人大阪市生江人権協会 

特定非営利活動法人両国人権・福祉・交流センター 

大阪市生涯学習推進員旭区連絡会 

旭区小学校長会 

旭区中学校長会 

 

 


